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第一部 【企業情報】

第１ 【企業の概況】

１ 【主要な経営指標等の推移】

回次
第８期

第３四半期
累計期間

第７期

会計期間
自 2023年４月１日
至 2023年12月31日

自 2022年４月１日
至 2023年３月31日

売上高 (千円) 2,545,603 2,967,671

経常利益 (千円) 131,308 160,762

四半期（当期）純利益 (千円) 98,537 187,858

持分法を適用した場合の投資利益 (千円) － －

資本金 (千円) 985,075 985,075

発行済株式総数
　普通株式
　 Ａ種優先株式

Ｂ種優先株式
Ｃ種優先株式
Ｄ種優先株式

(株)

4,632,600
－
－
－
－

10,000
6,100
3,530
200

3,333

純資産額 (千円) 1,431,126 1,332,589

総資産額 (千円) 2,029,586 1,993,094

１株当たり四半期（当期）純利益 (円) 21.27 41.25

潜在株式調整後１株当たり
四半期（当期）純利益

(円) － －

１株当たり配当額 (円) － －

自己資本比率 (％) 70.5 66.9

　

回次
第８期

第３四半期会計期間

会計期間
自 2023年10月１日
至 2023年12月31日

１株当たり四半期純利益 (円) 14.47

(注)１. 当社は四半期連結財務諸表を作成しておりませんので、連結会計年度に係る主要な経営指標等の推移について

は記載しておりません。

２．持分法を適用した場合の投資利益については、関連会社がないため記載しておりません。

３. 当社は、2023年８月24日開催の取締役会において、Ａ種優先株式、Ｂ種優先株式、Ｃ種優先株式及びＤ種優先

株式のすべてについて、定款に定める取得条項に基づき取得することを決議し、同日付で自己株式として取得

し、その対価としてＡ種優先株式、Ｂ種優先株式、Ｃ種優先株式及びＤ種優先株式１株につき、それぞれ普通

株式１株を交付しております。また、当社が取得したＡ種優先株式、Ｂ種優先株式、Ｃ種優先株式及びＤ種優

先株式のすべてについて、会社法第178条に基づき同日付で消却しております。なお、当社は、2023年10月３

日開催の臨時株主総会において、同日付で種類株式を発行する旨の定款の定めを廃止しております。

４. 当社は、2023年９月15日付で普通株式１株につき200株の割合で株式分割を行っております。前事業年度の期

首に当該株式分割が行われたと仮定し、１株当たり四半期（当期）純利益を算定しております。

５. 潜在株式調整後１株当たり四半期（当期）純利益については、潜在株式が存在するものの、当社株式は非上場

であり、期中平均株価が把握できないため記載しておりません。
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２ 【事業の内容】

当第３四半期累計期間において、当社において営まれている事業の内容について、重要な変更はありません。
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第２ 【事業の状況】

１ 【事業等のリスク】

該当事項はありません。

２ 【経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析】

文中の将来に関する事項は、当四半期会計期間の末日現在において当社が判断したものであります。なお、当社は、

前第３四半期累計期間については四半期財務諸表を作成していないため、前年同四半期累計期間との比較分析は行っ

ておりません。

(1) 経営成績の状況

当第３四半期累計期間におけるわが国経済は、新型コロナウイルス感染症による規制が緩和され、経済活動の正

常化が進み、景気の持ち直しの動きが見受けられました。一方で、日米金利差拡大を背景とした急激な円安による

物価上昇圧力、地政学的リスクの高まりや世界的な原材料価格の高騰など、先行き不透明な状況が続きました。

このような状況のなか、当社では「人を通じて、喜びを作り、幸せを作る」を企業理念に掲げ、「地域を問わず

全ての人が、心豊かに、能力や個性を発揮できる社会の実現」を目指すゴールとし、地域課題の解決や社会へのイ

ンパクト創出の実現に向けて、「在宅医療事業」及び「地方創生事業」を柱とした事業を展開しております。「在

宅医療事業」につきましては、持続可能な医療体制のもと、住み慣れた地域で社会的な生活を家族と共に営むこと

ができる社会の実現に向けて、訪問診療の支援や訪問看護サービスを通じて医療機関等と連携を図り、在宅医療を

推進してまいりました。「地方創生事業」につきましては、障がいの特性や職業能力等に関わらず、住み慣れた地

域で仕事を通じて自己実現ができる社会の実現に向けて、地方における雇用の創出及び地方に在住している障がい

者の雇用促進、職業能力開発・向上の支援に取り組む障がい者雇用支援事業に注力してまいりました。

以上の結果、当第３四半期累計期間の売上高は2,545,603千円、営業利益は133,141千円、経常利益は131,308千

円、四半期純利益は98,537千円となりました。

セグメント別の状況は、以下のとおりであります。

＜在宅医療事業＞

わが国の医療環境につきましては、2024年度診療報酬改定の基本方針における重点課題の一つとして、安心・安

全で質の高い医療の推進が示されていること等から、当社は、質の高い在宅医療・訪問看護の提供体制の確保及び

地域全体での医療機能の分化強化、連携の推進が必要であると考えております。

このような状況のなか、当社は、訪問診療の支援や訪問看護サービスを通じて医療機関等と連携を図り、質の高

い在宅医療を提供し、地域共生社会の実現に向けて取り組んでおります。当第３四半期累計期間におきましては、

新規エリアへの出店による事業領域の拡大及び事業基盤の確立を図るため、北海道札幌市に訪問看護ステーション

１事業所を開設いたしました。また、サービス提供体制の整備により２事業所の営業所への形態変更を行い、当第

３四半期会計期間末においては、北海道、東京都、埼玉県及び大阪府にて訪問看護ステーション13事業所及び４営

業所の計17拠点での事業運営を行ってまいりました。

以上の結果、当第３四半期累計期間の売上高は1,053,837千円、セグメント利益は128,935千円となりました。

＜地方創生事業＞

わが国におきましては、少子高齢化による地域の人口減少や東京一極集中等による地方都市の衰退が課題であ

り、当社は、地方創生への取り組みを推進し地域の活性化を図ることが必要であると考えております。また、当社

の主要事業である地方における障がい者雇用支援事業を取り巻く環境につきましては、2018年に改正された障害者

雇用促進法において、障害者雇用の法定雇用率が2.0％から2.3％に引き上げが実施されたこと、更に2024年４月に

2.5％、2026年７月に2.7％へと段階的な引き上げが予定されていること、また、ダイバーシティの推進及びＥＳＧ

（環境・社会・ガバナンス）やＳＤＧｓ（持続可能な開発目標）の視点に代表される「サステナビリティ（持続可

能性）」への取組みに対する意識の高まりからも、障がい者の更なる雇用促進、職業能力の開発・向上による共生

社会の実現及び地方における就労機会の拡充を図ることが必要であると考えております。

このような状況のなか、当社は、障がい者雇用における地域間格差を解消し、就労機会が限定的な地方に在住し
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ている障がい者の雇用及び定着支援のサポートサービスを企業に対して提供しております。当第３四半期累計期間

におきましては、企業が抱える課題やニーズに対するソリューション営業を強化し、販路拡大を推進した結果、新

規企業との契約獲得及び既存のサービス利用契約締結企業との追加契約獲得が順調に推移したことに伴い、新たに

長崎県長崎市に農園を開園いたしました。また、2023年４月に施行された障害者雇用促進法及び2023年４月と６月

に開催された厚生労働省の労働政策審議会（障害者雇用分科会）において公表された、障がい者が活躍できる職場

環境の整備や適正な雇用管理のため事業主が行うことが望ましい取組のポイントへの対応として、障がい者の職業

能力の開発・向上への取り組みをサポートできる体制の整備を図るとともに、在宅医療事業における知見や蓄積さ

れたノウハウとの融合によるシナジー効果も活用し、サポート体制の品質向上に努めてまいりました。当第３四半

期会計期間末においては、長崎県、宮崎県、熊本県、佐賀県、福岡県及び大分県にて農園16拠点及び宮崎県、大分

県及び佐賀県にて訪問看護ステーション３事業所での事業運営を行ってまいりました。また、地域社会の活性化を

図るべく、修学旅行生の教育体験民泊等の観光による地方誘客及び地方の魅力ある特産品の販売の拡充を図ってま

いりました。

以上の結果、当第３四半期累計期間の売上高は1,491,765千円、セグメント利益は318,953千円となりました。

　(2) 財政状態の状況

　 （資産）

当第３四半期会計期間末における流動資産は、1,319,844千円となり、前事業年度末に比べ61,373千円増加いたし

ました。これは主に、銀行への借入返済等により現金及び預金が31,261千円減少したものの、売上の増加により売

掛金及び契約資産が72,072千円増加、従業員増加に伴うシステム利用料の一括支払の増加等により流動資産のその

他に含まれる前払費用が13,842千円増加したことによるものであります。

当第３四半期会計期間末における固定資産は、709,741千円となり、前事業年度末に比べ24,882千円減少いたしま

した。これは主に、繰延税金資産の取り崩しにより投資その他の資産に含まれる繰延税金資産が19,543千円減少し

たことによるものであります。

（負債）

当第３四半期会計期間末における流動負債は、431,423千円となり、前事業年度末に比べ26,884千円増加いたしま

した。これは主に、銀行への借入返済により1年内返済予定の長期借入金が28,446千円減少、賞与の支給により賞与

引当金が17,076千円減少したものの、当第３四半期会計期間末が金融機関休業日であったことにより流動負債のそ

の他に含まれる未払費用が43,062千円増加、当第３四半期会計期間末が金融機関休業日であったことにより流動負

債のその他に含まれる預り金が23,101千円増加したことによるものであります。

当第３四半期会計期間末における固定負債は、167,036千円となり、前事業年度末に比べ88,930千円減少いたしま

した。これは主に、銀行への借入返済により長期借入金が77,553千円減少、リース債務の返済により固定負債のそ

の他に含まれるリース債務が7,484千円減少したことによるものであります。

（純資産）

当第３四半期会計期間末における純資産は、1,431,126千円となり、前事業年度末に比べ98,537千円増加いたしま

した。これは、四半期純利益の計上により利益剰余金が98,537千円増加したことによるものであります。

　（3）経営方針・経営戦略等

当第３四半期累計期間において、経営方針・経営戦略等に重要な変更及び新たに定めた経営方針・経営戦略等は

ありません。

　（4）優先的に対処すべき事業上及び財務上の課題

当第３四半期累計期間において、事業上及び財務上の優先的に対処すべき課題に重要な変更及び新たに生じた課

題はありません。

　（5）研究開発活動

該当事項はありません。
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３ 【経営上の重要な契約等】

当第３四半期会計期間において、経営上の重要な契約等の決定又は締結等はありません。
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第３ 【提出会社の状況】

１ 【株式等の状況】

(1) 【株式の総数等】

① 【株式の総数】

種類 発行可能株式総数(株)

普通株式 18,530,400

計 18,530,400

② 【発行済株式】

種類
第３四半期会計期間
末現在発行数(株)
(2023年12月31日)

提出日現在
発行数(株)

(2024年２月21日)

上場金融商品取引所
名又は登録認可金融
商品取引業協会名

内容

普通株式 4,632,600 4,632,600 非上場

完全議決権株式であり、権利内
容に何ら限定のない当社におけ
る標準となる株式であり、単元
株式数は100株であります。

計 4,632,600 4,632,600 ― ―

(2) 【新株予約権等の状況】

① 【ストックオプション制度の内容】

該当事項はありません。

② 【その他の新株予約権等の状況】

該当事項はありません。

(3) 【行使価額修正条項付新株予約権付社債券等の行使状況等】

該当事項はありません。

(4) 【発行済株式総数、資本金等の推移】

年月日
発行済株式
総数増減数

(株)

発行済株式
総数残高
(株)

資本金増減額
(千円)

資本金残高
(千円)

資本準備金
増減額
(千円)

資本準備金
残高
(千円)

2023年12月31日 － 4,632,600 － 985,075 － 925,075

(5) 【大株主の状況】

　 当四半期会計期間は第３四半期会計期間であるため、記載事項はありません。
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(6) 【議決権の状況】

① 【発行済株式】

　 2023年12月31日現在

区分 株式数(株) 議決権の数(個) 内容

無議決権株式 ― ― ―

議決権制限株式(自己株式等) ― ― ―

議決権制限株式(その他) ― ― ―

完全議決権株式(自己株式等) ― ― ―

完全議決権株式(その他)
　普通株式

4,632,600
46,326

「１（１）②発行済株式」の内容の
記載を参照

単元未満株式 ― ― ―

発行済株式総数 4,632,600 ― ―

総株主の議決権 ― 46,326 ―

② 【自己株式等】

　 該当事項はありません。

２ 【役員の状況】

前事業年度の定時株主総会終了後、当四半期累計期間における役員の異動は、次のとおりであります。

(1)退任役員

役職名 氏名 退任年月日

社外取締役 赤川 嘉和 2023年８月24日

　 (2)異動後の役員の男女別人数及び女性の比率

　 男性11名 女性１名 （役員のうち女性の比率8.3％）
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第４ 【経理の状況】

１ 四半期財務諸表の作成方法について

当社の四半期財務諸表は、「四半期財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」 (2007年内閣府令第63号)

に基づいて作成しております。

２ 監査証明について

当社は、株式会社東京証券取引所の有価証券上場規程第216条第６項の規定に基づき、金融商品取引法第193条の２

第１項の規定に準じて、第３四半期会計期間(2023年10月１日から2023年12月31日まで)及び第３四半期累計期間(2023

年４月１日から2023年12月31日まで)に係る四半期財務諸表について、有限責任 あずさ監査法人による四半期レビュ

ーを受けております。

３ 四半期連結財務諸表について

当社は、子会社がありませんので、四半期連結財務諸表を作成しておりません。

４ 最初に提出する四半期報告書の記載上の特例について

当新規上場申請のための四半期報告書は、「企業内容等開示ガイドライン24の４の７－６」の規定に準じて前年同

四半期との対比は行っておりません。
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１ 【四半期財務諸表】

(1) 【四半期貸借対照表】

(単位：千円)

前事業年度
(2023年３月31日)

当第３四半期会計期間
(2023年12月31日)

資産の部

流動資産

現金及び預金 803,465 772,204

売掛金及び契約資産 404,122 476,195

貯蔵品 230 54

その他 50,818 71,392

貸倒引当金 △166 △2

流動資産合計 1,258,471 1,319,844

固定資産

有形固定資産

建物（純額） 301,949 306,620

　その他（純額） 239,180 233,207

　有形固定資産合計 541,129 539,828

無形固定資産 7,120 3,724

投資その他の資産 186,373 166,188

固定資産合計 734,623 709,741

資産合計 1,993,094 2,029,586

負債の部

流動負債

買掛金 4,230 3,643

1年内返済予定の長期借入金 44,872 16,426

未払法人税等 34,310 21,827

賞与引当金 24,822 7,746

その他 296,302 381,780

流動負債合計 404,538 431,423

固定負債

長期借入金 145,030 67,477

資産除去債務 24,091 24,136

退職給付引当金 6,506 9,860

その他 80,339 65,562

固定負債合計 255,966 167,036

負債合計 660,505 598,459

純資産の部

株主資本

資本金 985,075 985,075

資本剰余金 925,075 925,075

利益剰余金 △577,560 △479,023

株主資本合計 1,332,589 1,431,126

純資産合計 1,332,589 1,431,126

負債純資産合計 1,993,094 2,029,586
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(2) 【四半期損益計算書】

【第３四半期累計期間】

(単位：千円)
当第３四半期累計期間
(自 2023年４月１日
至 2023年12月31日)

　売上高 2,545,603

　売上原価 1,649,128

　売上総利益 896,474

　販売費及び一般管理費 763,333

　営業利益 133,141

　営業外収益

受取利息 14

受取手数料 2,603

その他 700

営業外収益合計 3,318

　営業外費用

支払利息 2,451

株式公開費用 2,700

営業外費用合計 5,151

　経常利益 131,308

　税引前四半期純利益 131,308

法人税、住民税及び事業税 13,227

法人税等調整額 19,543

法人税等合計 32,771

　四半期純利益 98,537
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【注記事項】

(四半期キャッシュ・フロー計算書関係)

　 当第３四半期累計期間に係る四半期キャッシュ・フロー計算書は作成しておりません。なお、第３四半期累計期

間に係る減価償却費（のれんを除く無形固定資産に係る償却費を含む。）及びのれんの償却額は、次のとおりであ

ります。

　

当第３四半期累計期間
(自 2023年４月１日
至 2023年12月31日)

減価償却費 73,362千円

のれんの償却額 1,354千円

(株主資本等関係)

当第３四半期累計期間(自 2023年４月１日 至 2023年12月31日)

１ 配当金支払額

　 該当事項はありません。

２ 基準日が当第３四半期累計期間に属する配当のうち、配当の効力発生日が当第３四半期会計期間の末日後とな

るもの

　 該当事項はありません。

(セグメント情報等)

【セグメント情報】

　 当第３四半期累計期間(自 2023年４月１日 至 2023年12月31日)

１．報告セグメントごとの売上高及び利益又は損失の金額に関する情報

(単位：千円)

報告セグメント 調整額
(注)１

四半期損益
計算書計上額
（注）２在宅医療事業 地方創生事業 計

売上高

（1）外部顧客への売上高 1,053,837 1,491,765 2,545,603 － 2,545,603

（2）セグメント間の内部
　 売上高又は振替高

－ － － － －

計 1,053,837 1,491,765 2,545,603 － 2,545,603

セグメント利益 128,935 318,953 447,888 △314,747 133,141

(注) １.セグメント利益の調整額△314,747千円は、各報告セグメントに配分していない全社費用であります。

　 全社費用は、主に報告セグメントに帰属しない一般管理費であります。

　 ２.セグメント利益は、四半期損益計算書の営業利益と調整を行っております。

２.報告セグメントごとの固定資産の減損損失又はのれん等に関する情報

該当事項はありません。
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(収益認識関係)

顧客との契約から生じる収益を分解した情報

当第３四半期累計期間(自 2023年４月１日 至 2023年12月31日)

(単位：千円)

報告セグメント

在宅医療事業 地方創生事業 計

在宅医療サービス 1,052,937 82,473 1,135,410

障がい者雇用支援サービス ― 1,349,387 1,349,387

その他 900 58,675 59,575

顧客との契約から生じる収益 1,053,837 1,490,535 2,544,373

その他の収益 ― 1,230 1,230

外部顧客への売上高 1,053,837 1,491,765 2,545,603

(１株当たり情報)

１株当たり四半期純利益及び算定上の基礎は、以下のとおりであります。

なお、Ａ種優先株式、Ｂ種優先株式、Ｃ種優先株式及びＤ種優先株式は、剰余金の配当請求権について普通株

式と同等の権利を有しているため、普通株式と同等の株式としております。

項目
当第３四半期累計期間
(自 2023年４月１日
至 2023年12月31日)

１株当たり四半期純利益 21円27銭

(算定上の基礎)

四半期純利益(千円) 98,537

普通株主に帰属しない金額(千円) －

普通株式に係る四半期純利益(千円) 98,537

普通株式の期中平均株式数(株) 4,632,600

希薄化効果を有しないため、潜在株式調整後１株当たり四
半期純利益の算定に含めなかった潜在株式で、前事業年度
末から重要な変動があったものの概要

－

（注)１.潜在株式調整後１株当たり四半期純利益については、潜在株式は存在するものの、当社株式は非上場であり、

期中平均株価が把握できないため記載しておりません。

　 ２.当社は、2023年８月24日開催の取締役会において、Ａ種優先株式、Ｂ種優先株式、Ｃ種優先株式及びＤ種優先

株式のすべてについて、定款に定める取得条項に基づき取得することを決議し、同日付で自己株式として取得

し、その対価としてＡ種優先株式、Ｂ種優先株式、Ｃ種優先株式及びＤ種優先株式１株につき、それぞれ普通

株式１株を交付しております。また、当社が取得したＡ種優先株式、Ｂ種優先株式、Ｃ種優先株式及びＤ種優

先株式のすべてについて、会社法第178条に基づき同日付で消却しております。なお、当社は、2023年10月３日

開催の臨時株主総会において、同日付で種類株式を発行する旨の定款の定めを廃止しております。

３.当社は、2023年９月15日付で普通株式１株につき200株の割合で株式分割を行っております。期首に当該株式分

割が行われたと仮定し、１株当たり四半期純利益を算定しております。
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２ 【その他】

該当事項はありません。
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第二部 【提出会社の保証会社等の情報】

該当事項はありません。
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